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外ヶ浜町学校給食等業務委託仕様書

１．委託業務名称 外ヶ浜町学校給食調理等業務委託

２．委託期間 令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間）

３．履行場所 外ヶ浜町給食センター

外ヶ浜町立三厩小中学校調理場

４．基本事項

外ヶ浜町学校給食調理等業務委託契約の契約書（以下「契約書」という｡）第２条

第１項に規定する仕様書は、この仕様書とし、この仕様書で使用する用語は契約書で

使用する用語と同意義とする。

５．手引書および関係法令等

契約書第１条第１項第１号に規定する手引書等および関係法令等は、次のとおりと

する。

(１) 外ヶ浜町学校給食調理業務の手引き

(２) 外ヶ浜町給食センター衛生管理計画

(３) 特記仕様書

(４) 学校給食法（昭和29年法律第160号）等

(５) 学校給食衛生管理基準（平成21年度文部科学省告示第64号）

(６) 大量調理施設衛生管理マニュアル（平成9年3月24日衛食第85号）

(７) その他関係法令等

６．給食基本人員等

(１) 契約書第２条第２項に規定する給食基本食数は、１給食実施日において調理すべ

き学校給食の数をいい、その数は「給食基本食数等一覧表」（別紙１）のとおりと

する。

(２) 契約書第２条第２項に規定する給食可能日数は、契約期間中に給食を実施する予

定の日数をいい､その数は「給食基本食数等一覧表」（別紙１）のとおりとする。

(３) 契約書第２条第３項に規定する給食基準調理員数および給食基準配送員は、「給

食基本食数等一覧表」（別紙１）のとおりとする。

(４) 乙は、給食を実施する日において、児童、生徒の摂食開始時刻の30分前までに給

食を甲が指定する職員の検食に供しなければならない。

(５) 上記の規定にかかわらず､甲は、遠足、修学旅行その他の学校行事を実施するに

当たり必要と認めるときは、上記(４)に規定する検食を行う時刻を変更することが

できる。この場合において、甲はその旨を事前に乙に通知するものとする。
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７．給食の配送回収

給食の配送、回収については、「配送回収計画」（別紙２）のとおりとする。

８．委託料の支払い

(１) 契約書３条第１項に規定する委託料の請求方法は、各月において、その前月の委

託業務の履行を完了した確認を受けた後に請求するものとし、その請求額は、契約

金額を契約期間中において給食を実施する予定の月数の12月で除して得た額（千円

未満の端数は切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計は最終の請求月に加える）

とする。ただし、地震などの天災地変、又はインフルエンザその他の疾病の流行に

より、給食を実施する予定の月において１日も給食を実施しなかった月については、

委託料の請求はできないものとする。

(２) 契約書第３条第３項に規定する日割計算の方法は、契約金額に契約期間の始期か

ら終期までの給食実施日数を乗じて得た額を給食可能日数で除して得た額（１円未

満の端数は切り捨てる。）から既支払額を減じて算出する。

(３) 契約書第３条第４項に規定する給食を実施した日数が給食可能日数に満たない場

合の委託料の減額は、契約金額を給食可能日数で除して得た額（１円未満の端数は

切り捨てる。）に当該満たない日数（授業その他の学校行事を実施するにあたり必

要と認めるとき、又は台風、地震などの天災地変、インフルエンザその他の疾病の

流行により実施しなかった日数は除く。）を乗じて得た額を、この契約における最

終月に係る請求額から減じるものとし、なお不足する額があるときは、これを乙か

ら徴収する。

(４) 契約書第３条第５項に規定する給食食数が大幅に減少した場合とは、給食基本食

数の２分の１未満の給食食数になったときをいう（以下「減食実施日」という。）。

(５) 契約書第３条第５項に規定する、給食を実施する日の給食食数が大幅に減少した

場合の委託料の減額は、次の方法による。

① 乙の責めに帰すべき理由によるときは、契約金額を給食可能日数で除して得た額

（1円未満の端数は切り捨てる。）に、当該減食実施日数を乗じて得た額を、この

契約における各年度の最終月に係る請求額から減じるものとし、なお不足する額が

あるときは、これを乙から徴収する。

(６) 契約書第３条第４項に規定する給食を実施しない日数および給食を実施した日数

については、次のとおり取り扱う。

① 給食を全部実施しなかった理由に応じて、次の一に該当する場合は、給食を実施

した日数としない。

ア 授業その他学校行事による場合で、甲が全部の給食を実施しないことを、当

該日の前日までに乙に通知した場合。

イ 台風、大雪、地震などの天災地変、又はインフルエンザその他の疾病の流行

による場合で、甲が全部の給食を実施しないことを当該日の午前８時30分以前

に乙に通知した場合。

② 給食を一部実施した場合は、給食を実施した日数とする。
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③ 各学期の給食開始日までに実施される清掃等の準備に要する日数は、給食を実施

した日数としない。

９．業務の分担区分等

(１) 甲又は乙がそれぞれ分担する業務の内容は、｢業務の分担区分｣（別紙３）のとお

りとする。

(２) 契約書第５条に定める業務計画書は、「調理作業の流れ」（別紙４）に準拠して

作成しなければならない。

10．業務報告書等

(１) 契約書第６条第１項に定める業務報告日誌は、次に掲げる書類とする｡

① 学校給食日常点検票

② 作業日誌

③ 学校給食調理作業開始時の点検確認票

④ 食数報告書（実績）

11．研修等

(１) 乙は、契約日の属する月の間において、13の(１)の①、②、③および⑥に規定す

る従事者にあっては10日間、④および⑤に規定する従事者にあっては５日間以上の

研修を、当該従事者に対して行わなければならない。

(２) 前項に規定する研修の内容は、５の(３)に規定する特記仕様書の定めるところに

よる。

(３) 乙は、13の(１)に規定する全ての従事者に対する研修を各学期に最低１回は行わ

なければならない。

(４) 乙は、上記(２)および(３)に規定する研修を行おうとするときは、事前に研修実

施計画書を甲に提出し、その承諾を受けた後に研修を行うものとする。乙は、研修

を行ったときは、研修を行った日時、場所、研修参加者の氏名および研修の内容を

記入した研修実施報告書を研修で配布した文書と併せて甲に提出しなければならな

い。

(５) 上記(２)およびおよび(４)に規定する研修の実施に要する費用は乙の負担とする。

(６) 甲は､委託業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、甲の指定す

る日に会議を開催し乙の出席を求めることができる。

12．調査報告書等

甲は、委託業務の実施状況について調査するため、甲の指定する時期に、乙に調理

に使用する器具および調理後の給食の衛生検査を実施させることができる。乙は当該

検査を実施後、速やかに検査結果の写しを甲に提出しなければならない。この場合の

当該検査に要する費用は乙の負担とする。
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13．従事者の配置等

業務従事者については、業務に支障を来す事がないよう人員の確保に努めること。

また、業務従事者のうち常勤の職員を１名以上配置すること。

(１) 乙が配置する従事者の種類は次のとおりとする。

① 業務総括責任者

② 業務副責任者

③ 常勤の従事者

④ 常勤の従事者以外の従事者（以下「パート従事者」という。）

⑤ 上記④に掲げる者が欠勤した場合にその代替を行なう者（以下「代替者」とい

う。）

⑥ 食品衛生責任者

⑦ 配送業務従事者

⑧ 学校給食の経験を有する従事者（以下「学校給食経験者」という。）

(２) 契約書第10条第１項に規定する従事者の配置について提出を必要とする書類は、

次に掲げる書類とする｡

① 業務総括責任者、業務副責任者、常勤の従事者、パート従事者および学校給食経

験者の氏名、生年月日、住所、勤務時間、従事者の種類および栄養士免許又は調理

師免許（以下「免許」という。）の有無を記載した書類および免許の写し

② 代替者の氏名、生年月日、住所、日常の勤務場所および免許の有無並びにその者

が代替を行う従事者の種類を記載した書類

③ 業務総括責任者については、勤務経験のある特定給食施設等名又は学校給食施設

名および当該施設における勤務期間等を記載した書類

④ 業務副責任者、常勤の従事者については、勤務経験のある調理施設名および当該

施設における勤務期間等を記載した書類

⑤ 学校給食経験者については、勤務経験のある学校給食施設名および当該施設にお

ける勤務期間等を記載した書類

⑥ 全従事者について実施した赤痢菌、サルモネラ菌および腸管出血性大腸菌（＝

EHEC。O157以外の他の腸管出血性大腸菌を含む｡）の細菌検査の結果の写し（直近

のものに限る。）

⑦ 全従事者について実施した健康診断（学校保健法施行規則（昭和33年文部省令第

18号）第10条に規定する健康診断の項目と同内容又は同内容以上であることを要す

る。以下同じ。）の結果の写し（直近のものに限る。）

(３) 乙は、契約期間中において、上記(２)の⑥の細菌検査にあっては毎月２回実施し、

翌月10日までに、上記(２)の⑦の健康診断にあっては毎年1回実施し、その都度速

やかに結果の写しを甲に提出しなければならない。

(４) パート従事者の１従事日ごとの勤務時間（休憩時間を除く。以下同じ。）は､乙

の定めるところによる。ただし、代替者を除く全従事者の勤務時間の合計が、１従

事日につき「給食基本食数等一覧表」（別紙１）の基準調理時間以上となるように

しなければならない。
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(５) 契約書第10条第10項に規定する書類には、委託業務から除外させた理由、その理

由が生じた日時、委託業務から除外させたことによる影響および対応方法を記載し、

委託業務から除外させた理由が、医学的な事項に係る場合は、医師の診断書の写し

を添付しなければならない。

(６) 乙が、契約書第10条第10項に規定する従事者の異動又は交替を行う場合の書類に

は、当該異動又は交替を行う従事者の氏名、理由および月日を記載しなければなら

ない。この場合において、新たに従事者となるものにあっては上記(２)の規定を準

用し、業務から除外する者にあっては上記(５)の規定を準用する。

(７) 乙は、業務総括責任者が欠勤する場合、従事者の欠勤により契約書第10条第３項

に規定する常勤の従事者の数が不足する場合、又はその他従事者の欠勤により、従

事者の勤務時間の合計が上記(４)に規定する基準調理時間に満たなくなる場合は、

直ちに代替者を業務履行場所に配置するとともに、外ヶ浜町給食センター所長へ報

告しなければならない。

14．業務の従事制限

(１) 乙は、従事者が次のいずれかの場合に該当するときは、業務に従事させてはなら

ない。

① 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合

② 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一

類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者、擬似症患者（急性灰白髄炎、ジ

フテリアおよび腸管出血性大腸菌感染症を除く。）又は、無症状病原体保有者であ

る場合

③ 化膿性疾患が手指にある場合

(２) 乙は、従事者又はその同居者が上記14の(１)の①または②のいずれかに該当する

ときは、直ちに甲へ報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

(３) 乙は、従事者の手指に傷がある場合は、適切に処置させなければならない。

(４) 乙は、下痢をしている従事者については、速やかに13の(２)の⑥に規定する細菌

検査を実施しなければならない。

15．営業許可等

乙は、この契約の履行に当たり、甲が指定する日までに食品衛生法第52条第１項に

規定する許可を受けなければならない。許可を受けるため必要な費用は乙の負担とす

る。なお、甲が乙と再度委託契約を締結した場合において、当該許可の有効期限が満

了していないときは、改めて許可を受ける必要はない。ただし、当該再度の契約期間

中に有効期限が満了したときは、改めて許可を受けなければならない。

16．費用の負担区分等

(１) 契約書第１条第１項第１号に定める指定器材等については、「指定器材等一覧表」

（別紙５）のとおりとする。
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(２) 契約書第22条第７項に定める経費の負担区分については、別紙６｢経費の負担区

分」のとおりとする。

(３) 甲は、乙から甲の定める１食あたりの給食材料費を食数報告書の実績数に応じた

給食材料費の請求があったときは、適正な支払請求書を受理した日から起算して30

日以内に乙に支払うものとする。

17．調理委員等業務従事者の採用及び休暇の付与に関する協力

(１) 本委託業務開始以前から調理等業務に従事している職員について、継続的な雇用

に配慮すること。また、その者の賃金については、別紙７「外ヶ浜町給食センター

調理等業務従事者の賃金」の賃金水準の確保に配慮すること。

(２) 小中学校の夏休み及び冬休み期間における給食調理作業のない期間を考慮し、経

験年数に応じて業務開始初年度からの休暇の付与についても配慮すること。
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（別紙１）

給食基本食数等一覧表

給食基本食数・基準調理員数・基準調理時間（１日あたり）

※蟹田小学校、蟹田中学校、三厩小学校の給食基本食数は、児童生徒数と教職員数を含めた食

数。三厩中学校の給食基本食数は、生徒数と教職員数及び調理員2名を含めた食数。

※児童生徒数及び教職員の配置人数の増減により変動する可能性あり。

基準配送員数・基準配送時間（１日あたり）

給食予定日数（年間）

施設名
給食基本食数 基準

調理員数

基準

調理時間
令和8年度 令和9年度 令和10年度

外ヶ浜町給食センター 157食 143食 126食 5人 40時間

蟹田小学校 80食 74食 65食

蟹田中学校 69食 61食 53食

給食センター 8食 8食 8食

三厩小中学校調理場 42食 44食 41食 2人 13時間

三厩小学校 20食 19食 21食

三厩中学校 22食 25食 20食

計 199食 187食 167食 7人 46時間

施設名 基準配送員数 基準配送時間

外ヶ浜町給食センター 1人 5時間

令和8年度 令和9年度 令和10年度

200日 202日 200日
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（別紙２）

配送回収計画

配送校

①外ヶ浜町立蟹田小学校

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵２４－２

②外ヶ浜町立蟹田中学校

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田田ノ沢７８

配送・回収の経路・時刻表

※各学校の時間は到着の時間を記載しています。

※到着時間・距離は、信号等の交通状況や道路状況、または献立内容、学校行事等により変動

することがあります。

区分 学校名 時間 距離

配送

給食センター発 11:15

①蟹田小学校 11:20 0.6km

②蟹田中学校 11:40 1.1km

給食センター着 11:50 1.4km

昼食 給食センター

回収

給食センター発 12:55

①蟹田小学校 13:00 0.6km

②蟹田中学校 13:15 1.1km

給食センター着 13:25 1.4km
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（別紙３）

業務の分担区分

区分 業務内容 外ヶ浜町 受託者

給食管理

学校給食事業運営の統括 ○

運営委員会の開催・運営 ○

献立の作成・指示 ○

献立および指示の確認・実施 ○

食数の指示・管理 ○

各種調査の企画・実施 ○

検食の実施・評価 ○

各書類等の確認・保管・管理 ○

調理作業管理

作業日誌の作成 ○

作業日誌の確認・実施 ○

作業工程表・動線図の作成 ○

作業工程表・動線図の確認 ○

調理等作業実施状況の確認 ○

調理・配缶 ○

食器等洗浄消毒保管 ○

管理点検記録等の作成 ○

管理点検記録等の確認 ○

食材管理

給食食材の選定 ○

給食食材の発注・調達・点検・検収の実施・報告 ○

給食食材の保管・在庫管理・納品伝票の整理 ○

設備等管理

給食施設、主な設備の設置・改修 ○

給食施設、主な設備の管理および日常点検 ○

その他調理器具・食器・食缶等の調達 ○

その他調理器具・食器・食缶等の保守管理 ○

業務管理

勤務表の作成 ○

業務分担（清掃を含む。）業務従事者配置表の提示 ○

業務分担（清掃を含む。）業務従事者配置表の確認 ○

緊急を要する場合に指示 ○

衛生管理

衛生面の遵守事項作成（マニュアル） ○

給食食材の衛生管理 ○

残菜および厨芥の処理 ○

施設・設備（調理器具、食器・食缶等）の衛生管理 ○

従事者の衣服等の清潔保持状況等の確認 ○

保存食の確保（原材料および調理済食品）点検 ○

納入業者等の清潔保持状況等の確認 ○

衛生管理チェックシートの作成 ○

衛生管理チェックシートの点検・確認 ○

研修等 調理従業員等に対する研修 ○
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区分 業務内容 外ヶ浜町 受託者

労働安全衛生

従事者の健康管理 ○

定期健康診断の実施・報告 ○

細菌検査（検便月２回）の実施・報告 ○

健康診断・細菌検査の結果および状況確認と記録保管 ○

労災事故防止対策の策定 ○

労災保険等の加入 ○

配送業務管理

配送車へのコンテナの積み込みおよび積み下ろし ○

給食センターから各学校への給食配送および回収 ○

コンテナの洗浄および消毒 ○

配送車内部外部の洗浄および消毒 ○

配送車運行および点検日誌の記録作成 ○

配送車法定点検整備の実施 ○

配送車運行および点検日誌、洗浄消毒等の確認 ○
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（別紙４）

調理作業の流れ

≪午前≫※朝の打ち合わせ

水質検査 作業前の点検 消毒作業

給食材料の受け取り（当日納入分）

＊残留塩素量の測定 ＊残留塩素量の測定

＊早期物資の確認

消毒

＊消毒保管庫による

消毒済みの確認

＊下処理室の溝を次亜塩素で消毒

＊上調理室の溝を次亜塩素で消毒

＊調理台や水槽等はアルコール消毒原材料の採取

＊検収(品質･数量等)

＊小のフリーザーに採取したもの１日分を大のフリーザーパックにまとめて入れる。

＊－20℃の冷凍庫で2週間保存。

調理作業工程表・動線図に基づき調理

＊下処理

＊切裁

＊加熱調理(中心温度の確認・記録)

配膳（三厩小・中学校分）作業

【給食センター】

【三厩小中学校調理場】

配缶

＊保存食採取

＊残留塩素濃度の測定

配食(蟹田小・中学校へ)

＊検食準備

＊配膳コーナーの掃除(作業台等の消毒)

＊生徒が配膳室に給食を受け取りに来た時は

手渡しし、返却に来た時は引取りする。

(各配膳コーナーで立ち会う)

配缶

＊保存食採取

＊残留塩素濃度の測定

洗浄の準備

残量の計量

食器・食缶の洗浄

調理場内の清掃、整備

保管庫に収納、消毒

調理日誌等の記録

点検票の記録

＊水槽、洗浄機に湯を張る。

＊残渣は洗浄室で軽量

＊おかず毎に計量・記録

＊30分間浸漬後、1枚ずつ予洗いし

洗浄機に通す。

＊洗浄終了後すぐに。

書類提出、検印

各配膳コーナーで回収

洗浄室に運ぶ

後片付け

定期納入の材料受け取り

＊立会い検収(品質･数量等のチェック)

＊場内整備、消毒保管庫完了の確認・退出

≪午後≫食缶回収後
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（別紙５）

指定器材等一覧表

【厨房機器】

番号 品名 番号 品名

１ 牛乳保冷庫 21 リフト用ワゴン車

２ 物資用冷蔵庫 22 パンラック

３ 保存食用冷凍庫 23 上皿自動秤

４ 物資用冷凍庫 24 食器（皿）

５ 給湯ボイラー 25 食器（碗）

６ 食器洗浄機 26 食器かご

７ 食器洗浄機受台 27 食缶

８ 食器消毒保管庫 28 中心温度計

９ 食缶器具消毒保管庫 29 ザル受け台

10 包丁・まな板殺菌庫 30 缶切り機(ハンドル式）

11 ガス回転釜 31 塩素濃度測定器

12 フライヤー 32 台車

13 球根皮剥機 33 ザル

14 野菜裁断機 34 スプーン(丸型）

15 ミキサー 35 お玉

16 シンク（三槽・二槽） 36 トング

17 シンク（移動） 37 ボール

18 調理台 38
給食室および給食室に付属する施

設

19 荷受台 39 その他町が指定する器材

20 移動台
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（別紙６）

経費の負担区分

甲（外ヶ浜町） 乙（受託者）

給食施設の償却、修繕費

指定物品等の購入、修繕費

（消耗によるもの）

食器、食缶類の購入、補充

施設光熱水費

車両維持管理費

（燃料費、車検費用、各種保険費用等）

給食材料費（別途、随意契約）

人件費

法定福利費

営業経費

福利厚生費

保健衛生費（健康診断、細菌検査【赤痢菌、

サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌（=EHEC。

O157以外の他の腸管出血性大腸菌を含む｡）

およびノロウィルス（10月から3月まで月1

回）】）

教育研修費

被服費

消耗品費（洗剤、薬剤、清掃用具、厨房小物

など）

※外ヶ浜町給食センター食器洗浄機に使用す

る洗剤は除く

グリスフィルター、グリストラップ点検清掃

費（三厩小中学校厨房設備）：年1回

防虫、防鼠費（外ヶ浜町給食センターについ

ては、加工センター分も含む。）：年12回

厨房消毒費：年3回

営業許可の申請にかかる費用

事務用品（作業PC等含む）、諸雑費

その他経費（通信費等）
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（別紙７）

外ヶ浜町給食センター調理等業務従事者の賃金

従事する業務 賃 金 人数 備 考

業務総括責任者

(センター)
（月 額） 240,000円 １人 ○始業、終業時刻

センター 7:30～16:30(8時間)

三厩小中 8:00～15:30(6.5時間)

○休憩時間 60分

○勤務日 月～金までの平日

○勤務休日 土、日、祝日、

8月 13日～15日、

12月 29日～1月 3日

○諸手当 通勤手当

※年間平均勤務日数241日

業務副責任者

(センター)
（時間給） 1,100円 ２人

調理従事者

(経験3年以上)
（時間給） 1,060円

４人

調理従事者

(経験3年未満)
（時間給） 1,050円

配送業務従事者 （時間給） 1,040円 １人

○始業、終業時刻

センター 9:30～15:30(5時間)

○休憩時間 60分

○勤務日 月～金までの平日

○勤務休日 土、日、祝日、

7月27日～8月 15日、

12月 29日～1月 10日

○諸手当 通勤手当

※年間平均勤務日数224日


